
 

   

 

○ 「特定機能病院に関する事項について」（令和８年４月 24日付け医政発 0424第 9号厚生労働省医政局長通知）新旧対照表 

 

（下線は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

1～3 （略） 

 

4 承認後の変更手続 

（1） 特定機能病院の開設者は、医療法施行令（昭和23年

政令第326号）第４条の３の規定により、医療法施行規則

第３条の２に規定する事項に変更があった場合には、10日

以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならないも

のであること。その際の届出の様式は様式第９のとおりで

あること。 

（2） （略） 

 

5 業務報告書 

（1） 特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第９条の

２の２第１項各号に掲げる事項を記載した業務報告書を毎

年10月５日までに地方厚生（支）局長に提出しなければな

らないものであること。その際の標準様式は様式第２から

第７まで並びに第10及び第11のとおりであること。 

（2）～（7） （略） 

（8） 医療法施行規則第９条の２の２第１項各号に掲げる

事項のうち、第６号、第９号及び第10号に掲げる事項並び

1～3 （略） 

 

4 承認後の変更手続 

（1） 特定機能病院の開設者は、医療法施行令（昭和23年

政令第326号）第４条の３の規定により、医療法施行規則

第３条の２に規定する事項に変更があった場合には、10日

以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならないも

のであること。その際の届出の様式は様式第九のとおりで

あること。 

（2） （略） 

 

5 業務報告書 

（1） 特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第９条の

２の２第１項各号に掲げる事項を記載した業務報告書を毎

年10月５日までに地方厚生（支）局長に提出しなければな

らないものであること。その際の標準様式は様式第２から

第７まで及び第10のとおりであること。 

（2）～（7） （略） 

（8） 医療法施行規則第９条第九９条の２の２第１項各号

に掲げる事項のうち、第６号、第９号及び第10号に掲げる

別添１ 



 

2 

 

に第５号に掲げる事項のうち閲覧の実績については、特定

機能病院の承認後初めて行う業務報告書の提出に当たって

は、各年度の４月１日から10月５日までの間に承認を受け

た病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各年度の10

月６日から３月31日までの間に承認を受けた病院の場合は

報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の実績を報

告する取り扱いとするものであること。また、各年度の４

月１日から10月５日までの間に承認を受けた病院が承認後

２度目に行う業務報告書の提出に当たっては、前記の事項

については、報告書を提出する年度の前年度の承認後の期

間の実績を報告する取り扱いとするものであること。 

 

（9） 医療法施行規則第９条の２の２第１項第17号に掲げ

る事項（収益及び費用の内容）は、業務報告書を提出する

年度の前年度の実績を報告するものであること。その際の

届出の様式は様式第11のとおりであること。なお、厚生労

働大臣は当該事項に関する内容については、公表を差し控

えることとすること。 

（10） （略） 

 

6 （略） 

 

7 開設者の業務遂行 

（1）・（2） （略） 

事項並びに第５号に掲げる事項のうち閲覧の実績について

は、特定機能病院の承認後初めて行う業務報告書の提出に

当たっては、各年度の４月１日から10月５日までの間に承

認を受けた病院の場合は報告を省略する取り扱いとし、各

年度の10月６日から３月31日までの間に承認を受けた病院

の場合は報告書を提出する年度の前年度の承認後の期間の

実績を報告する取り扱いとするものであること。また、各

年度の４月１日から10月５日までの間に承認を受けた病院

が承認後２度目に行う業務報告書の提出に当たっては、前

記の事項については、報告書を提出する年度の前年度の承

認後の期間の実績を報告する取り扱いとするものであるこ

と。 

（9） 医療法施行規則第９条の２の２第１項第17号に掲げ

る事項（収益及び費用の内容）は、業務報告書を提出する

年度の前年度の実績を報告するものであること。その際に

用いる報告様式については、追って示す予定である。な

お、厚生労働大臣は当該事項に関する内容については、公

表を差し控えることとすること。 

（10） （略） 

 

6 （略） 

 

7 開設者の業務遂行 

（1）・（2） （略） 



 

3 

 

（3） 医療法施行規則第15条の４第２号ロ（１）に規定す

る「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」とは、

特定機能病院において医療安全に関する業務に専従で従事

した経験を３年以上持つ者であること。 

（4）～（13） （略） 

 

8～12 （略） 

 

（3） 医療法施行規則第15条の４第２号ロ（１）に規定す

る「医療に係る安全管理に関する識見を有する者」とは、

特定機能病院において医療安全に関する業務に専従で従事

した経験（３年以上が望ましい）を持つ者であること。 

（4）～（13） （略） 

 

8～12 （略） 
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（新設） 
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